
議
案
第
二
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
元
年
五
月
九
日
提
出

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
口
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
」
を
「
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
（
以
下
「
特
例
控
除
対
象
寄
附

金
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
」
を
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附

金
」
を
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
中
「
平
成
四
十
五
年
度
」
を
「
令
和
十
五
年
度
」
に
、
「
平
成
三
十
三
年
」
を
「
令
和
三
年
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
三

十
三
年
」
を
「
令
和
三
年
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
五
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
」
を
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
六
中
「
平
成
五
十
年
度
」
を
「
令
和
二
十
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
七
中
「
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
二
項
並
び
に
」
を
「
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
寄
附
金
」
と
あ

る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
利
子
等
の
金
額
の
う
ち
当
該
寄
附
金
の
支
出
に

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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充
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
、
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
と
い
う
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
と
い
う
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
利
子
等
の
金
額
の
う
ち
当
該

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
支
出
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
及

び
」
に
、
「
掲
げ
る
寄
附
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
掲
げ
る
寄
附
金
」
を
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
に
、
「
当
該
寄
附

金
」
を
「
当
該
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
」
を
「
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
の
二
中
「
平
成
五
十
年
度
」
を
「
令
和
二
十
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
四
の
二
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
五
及
び
第
七
条
の
六
中
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
平

成
三
十
二
年
度
以
降
」
を
「
令
和
二
年
度
以
降
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中

「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
中
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を

「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ

⑵
及
び
第
二
号
ロ
中
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
の
三
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
の
四
第
一
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
⑵
、
第
五
号
及
び
第
六
号
ロ
中
「
平

成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令

和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
中
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
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率
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
平
成
三
十
二

年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
平
成
三
十
二
年

度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
平
成
三
十
二
年

度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
元
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
の
七
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
平
成
三
十
一
年
度
分
」
を
「
令
和
元
年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
平
成
三
十
二
年
度
以
降
」
を
「
令
和
二
年

度
以
降
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
三
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
、
「
平
成
三
十
一
年
度
分
」
を
「
令
和
元
年
度
分
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
第
四
項
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
二
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
七
条
の
七
第
三
項
中
「
平
成
三
十
三
年
」
を
「
令
和
三
年
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
七
条
の
八
中
「
平
成
三
十
五
年
度
」
を
「
令
和
五
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
八
条
中
「
平
成
三
十
三
年
一
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

（
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
う
ち
、
第
八
十
二
条
の
二
を
第
八
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
十
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑶
中
「
平
成
三
十
二

年
度
以
降
」
を
「
令
和
二
年
度
以
降
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
、
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
条
の
表
の
中
欄
中
「
平
成
三
十
二
年

度
以
降
」
を
「
令
和
二
年
度
以
降
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
る
。

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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第
二
条
の
う
ち
附
則
第
九
条
の
五
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
平
成
三
十
一
年
度
分
」
を
「
令
和
元
年
度
分
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
附
則
第
五
条
の
四
の
二
、
第
五
条
の
六
、
第
六
条
の
二
、
第

七
条
の
四
の
二
か
ら
第
七
条
の
六
ま
で
、
第
九
条
の
四
か
ら
第
九
条
の
四
の
四
ま
で
、
第
九
条
の
四
の
七
、
第
九
条
の
五
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第

十
五
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
七
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚒

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
三
並
び
に
附
則
第
五
条
の
五
、
第
五
条
の
七

及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
元
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

⚓

改
正
後
の
条
例
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
五
条
の
五
、
第
五
条
の
七
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度

分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。第

二
十
七
条
の
三
第
一
項

を
支
出
し
、
当
該
特
例
控
除
対
象

寄
附
金

又
は
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
令
和
元
年
六
月
一
日
前
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）

を
支
出
し
、
こ
れ
ら
の
寄
附
金

第
二
十
七
条
の
三
第
二
項

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
額

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
額
及
び
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
令
和
元
年
六
月
一
日

前
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額

附
則
第
五
条
の
五

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
額

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
額
及
び
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
令
和
元
年
六

月
一
日
前
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
と
い

う
。
）
」

支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
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附
則
第
五
条
の
七

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
」
と
い

う
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四

条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
利
子
等

の
金
額
の
う
ち
当
該
特
例
控
除
対

象
寄
附
金

支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
利
子
等
の
金
額
の
う
ち
こ
れ
ら
の
寄
附
金

と
す
る

と
、
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
り
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
五
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
利
子
等
の
金
額
の
う
ち
当
該
寄
附
金
の
支
出
に
充

て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
施
行
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
部

分
を
除
く
。
）
」
と
す
る

附
則
第
六
条
第
一
項

特
例
控
除
対
象
寄
附
金

特
例
控
除
対
象
寄
附
金
又
は
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
令
和

元
年
六
月
一
日
前
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
）

送
付

送
付
又
は
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
二
号
）
附
則

第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
法
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申

告
特
例
通
知
書
の
送
付

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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